
＜稲わら等焼却防止に係る関係機関の主な役割＞ 

 

○ 県生活環境部・農林水産部 

関係機関との連絡調整、稲わらスモッグ注意報の発令・解除、稲わら等の有 

効利用に関する技術指導 

 

○ 県地域振興局 

重点地域を中心とした巡回指導、焼却禁止指導、苦情対応 

 

○ 秋田市 

秋田市内の巡回指導、焼却禁止指導、苦情対応 

 

○ 秋田市以外の市町村 

焼却禁止指導、苦情対応 

 

○ 県警察本部 

稲わらスモッグ注意報発令時や視界不良時における交通安全措置 

 

○ ＪＡ 

  農家に対する稲わら等の有効利用に関する技術指導 


